
NO.106 （4）日 高 市 議 会 だ よ り

基
金
積
立
を
増
額
、
土
木
費
の
う

ち
、
河
川
費
で
は
、
河
川
・
水
路

整
備
事
業
で
、
国
の
緊
急
自
然
災

害
防
止
対
策
事
業
に
大
字
女
影
地

内
の
588
号
水
路
の
整
備
が
該
当
し

た
こ
と
か
ら
、
測
量
設
計
委
託
料

を
増
額
、
都
市
計
画
費
で
は
、
土

地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
繰
出

事
務
で
、
武
蔵
高
萩
駅
北
土
地
区

画
整
理
事
業
特
別
会
計
の
平
成
30

年
度
決
算
に
基
づ
く
精
算
等
に
よ

り
、
特
別
会
計
繰
出
金
を
減
額
、

都
市
公
園
等
維
持
管
理
事
業
で
、

都
市
公
園
等
に
か
か
る
電
気
料
の

概
算
払
い
額
が
確
定
し
、
今
後
の

光
熱
水
費
に
不
足
が
見
込
ま
れ
る

た
め
、
光
熱
水
費
を
増
額
、
消
防

費
の
う
ち
、
消
防
費
で
は
、
消
防

団
施
設
等
維
持
管
理
事
業
で
、
消

防
庁
か
ら
消
防
団
車
両
の
無
償
貸

付
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
車
両
の
維
持
管
理
に

係
る
費
用
を
増
額
及
び
追
加
、
教

育
費
の
う
ち
、教
育
総
務
費
で
は
、

学
校
運
営
事
務
で
、
川
口
市
立
夜

間
中
学
に
入
学
し
た
市
民
が
い
る

こ
と
か
ら
、
川
口
市
に
対
し
運
営

に
係
る
費
用
の
一
部
を
負
担
す
る

た
め
の
負
担
金
を
追
加
、
幼
稚
園

費
で
は
、
私
立
幼
稚
園
就
園
支
援

事
業
で
、
幼
保
無
償
化
に
伴
い
、

就
園
奨
励
費
補
助
金
を
減
額
、
社

会
教
育
費
で
は
、
公
民
館
維
持
管

理
事
業
で
、
高
萩
公
民
館
の
老
朽

化
に
伴
い
、
新
た
な
公
民
館
の
整

備
を
検
討
し
て
い
く
た
め
、
新
高

萩
公
民
館
整
備
基
本
設
計
委
託
料

を
追
加
し
た
い
と
い
う
も
の
で

す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
45
号　

反
対
討
論

　

本
補
正
予
算
案
で
は
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
利
用
環
境
整
備
事
業
に

お
い
て
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
買
物
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
カ
ー

ド
と
し
て
活
用
し
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
自
治

体
ポ
イ
ン
ト
に
換
え
て
商
店
街
で

の
買
物
等
に
使
え
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
必
要
な
マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
設

定
の
支
援
ブ
ー
ス
を
市
役
所
１
階

に
設
け
て
支
援
員
を
置
く
経
費
」

な
ど
348
万
１
千
円
が
計
上
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
税
と
社
会

保
障
及
び
災
害
対
策
の
た
め
だ
け

に
使
う
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
本
来
の
目
的
か
ら
離
れ

す
ぎ
た
紛
失
の
リ
ス
ク
の
あ
る
使

い
方
、
支
援
員
が
必
要
な
ほ
ど
複

雑
な
手
続
き
な
ど
は
、真
に
国
民
、

市
民
の
た
め
の
施
策
と
は
思
え
な

い
。

　

よ
っ
て
こ
の
事
業
費
を
含
む
本

議
案
に
反
対
す
る
。

　

議
案
第
45
号　

賛
成
討
論

　

本
補
正
予
算
案
は
、
令
和
元
年

10
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
幼
児
教

育
・
保
育
の
無
償
化
へ
の
対
応
や

老
朽
化
し
た
高
萩
公
民
館
の
整
備

を
進
め
て
い
く
た
め
の
新
高
萩
公

民
館
整
備
基
本
設
計
委
託
料
を
計

上
す
る
ほ
か
、
当
初
予
算
成
立
後

の
事
由
に
対
応
す
る
た
め
の
歳
入

歳
出
予
算
の
追
加
、
増
額
及
び
減

額
な
ど
を
行
う
も
の
で
、
必
要
不

可
欠
な
補
正
で
あ
る
と
判
断
で
き

る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
46
号
）

　

�

令
和
元
年
度
日
高
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ

れ
ぞ
れ
558
万
７
千
円
を
追
加
し
、

補
正
後
の
総
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
６

億
９
千
569
万
円
と
し
た
い
と
い
う

も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
47
号
）

　

�

令
和
元
年
度
日
高
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ

れ
ぞ
れ
２
億
749
万
４
千
円
を
追
加

し
、
補
正
後
の
総
額
を
、
そ
れ
ぞ

れ
44
億
５
千
189
万
１
千
円
と
し
た

い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
48
号
）

　

�

令
和
元
年
度
日
高
市
武
蔵
高
萩

駅
北
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
予
算
に
つ
い
て
、
平
成
30

年
度
決
算
に
よ
る
繰
越
金
の
増
額

及
び
繰
入
金
の
減
額
を
し
た
い
と

い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
49
号
）

　

�

令
和
元
年
度
日
高
市
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

資
本
的
支
出
は
、
漏
水
箇
所
の

機
能
回
復
の
た
め
の
配
水
管
布
設

工
事
を
実
施
す
る
た
め
の
配
水
設

備
費
の
増
額
に
よ
り
、
総
額
を
９

億
５
千
554
万
円
と
し
た
い
と
い
う

も
の
で
す
。
資
本
的
収
入
額
が
資

本
的
支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額

は
、
３
億
２
千
677
万
円
と
し
、
そ

の
財
源
も
あ
わ
せ
て
補
正
し
た
い

と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
50
号
）

　

�

令
和
元
年
度
日
高
市
下
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

資
本
的
収
入
は
、
管
渠
整
備
費

の
増
額
に
伴
う
建
設
改
良
費
等
企

業
債
の
増
額
に
よ
り
、
総
額
を
７

億
９
千
309
万
１
千
円
と
し
、
資
本

的
支
出
は
、
管
渠
整
備
費
の
補
償

費
及
び
雨
水
管
工
事
請
負
費
の
増

額
に
よ
り
、
総
額
を
12
億
４
千
554

万
９
千
円
と
し
た
い
と
い
う
も
の

で
す
。
資
本
的
収
入
額
が
資
本
的

支
出
額
に
対
し
不
足
す
る
額
は
、

４
億
５
千
245
万
８
千
円
と
し
、
そ

の
財
源
も
あ
わ
せ
て
補
正
し
た
い

と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
51
号
）

　

�

日
高
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員

の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

　

一
定
の
期
間
に
専
門
的
な
知
識

経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
業
務
や
業

務
量
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
業
務

等
に
任
期
付
職
員
を
採
用
で
き
る

よ
う
に
す
る
た
め
、
職
員
の
任
期

を
定
め
た
採
用
及
び
任
期
を
定
め

て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
給
与
の
特

例
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
52
号
）

　

�

日
高
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の

報
酬
等
に
関
す
る
条
例

　

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治

法
の
改
正
に
よ
り
会
計
年
度
任
用

職
員
制
度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報

酬
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定

め
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

討　

論


